
香港内国歳入局が、移転
価格文書とCbCRに係る
実務解釈指針を発表

要旨

2019年7月19日、香港内国歳入局（以下、「 IRD」）
は、移転価格文書及び国別報告書（以下、「CbCR」）
の作成に関する詳細な運用方針を提供するため、実

務解釈指針第58号（以下、「DIPN 58」）を公表しまし

た。1

DIPN 58は、内国歳入法（改正法令）（第6号）2018
年（以下、「改正法令」）に基づいており、その主な目

的は次のとおりです。

（i）改正法令の規定に関するIRDの見解及び解釈の

明確化

（ii）移転価格文書及びCbCRに関する詳細なガイダン

スの提供

DIPN 58には、下記の主要な項目が含まれます。

► 香港移転価格税制の概説

► 移転価格調査と移転価格文書の関連性について

► 移転価格文書とCbCRの詳細な要件（目的、免除

基準、期限、形式、重要性の基準など）の明確化

► 移転価格文書における開示要項について

► CbCRの実施に関するガイダンスの提供

議論の詳細 – DIPN 58

背景

IRDは、DIPN 58の発行を通じて2018年7月13日に

制定された改正法令に関する歳入庁の方針と解釈を

明確化しました。当該改正法令の目的は、税源侵食

と利益移転（以下、「BEPS」）プロジェクトに基づく特定

の法令措置を実施し、国際課税ルールと香港の内国

歳入法（Cap. 112)(以下、「IRO」）の整合性を図るこ

とです。

DIPN 58は、改正法令に基づき香港における移転価

格文書及びCbCRの要件について、以下の内容を提

示しています。

► 経済協力開発機構（以下、「OECD」）が推奨する

三層構造の移転価格文書化アプローチ

► 香港の移転価格文書作成に関する規則

► 移転価格に関する調査

► マスターファイル・ローカルファイル

► 多国籍企業グループの移転価格文書

► 香港所在のPEに係る移転価格文書

► CｂCRについて

1. IRDは2019年7月19日、実務解釈方針第59号・60号（DIPN 59及び
DIPN 60）を別途発行しました。この中で、独立企業原則の適用が明確
化されるとともに、香港所在の恒久的施設（以下、「PE」）に帰属する利
益についての指針が示されました。弊事務所発行の、DIPN 59及び
DIPN 60に関するタックス・アラートも併せてご参照ください。
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DIPN 58の内容は、下記に項目に要約されます。

1. 移転価格文書に関する規則

2. 移転価格調査

3. 移転価格文書化の要件

4. CbCRの実施

1. 移転価格文書に関する規則

OECDの三層構造アプローチの採用

DIPN 58は、改正法令の下で移転価格文書の作

成・維持に関して、OECDの推奨する三層構造アプ

ローチが採用されたことを改めて表明しています。

当該アプローチには、マスターファイル、ローカル

ファイル及びCbCRが含まれています。三層構造の

文書は相互に補完し合い、税務当局が移転価格リ

スクを評価するにあたって包括的な情報を提供しま

す。移転価格リスクが特定された際には、税務当局

間で文書を相互に参照し、関連情報の検証を行う可

能性があります。更に、DIPN 58は移転価格文書に

関するIRD独自の見解と実務指針を提示しています。

独立企業価格の証明

改正法令は、基本的な移転価格規定

（Fundamental Transfer Pricing Rule（“FTPR”））

を通じて、独立企業原則をIROに法令化したもので

す。一部の香港企業については、マスターファイル・

ローカルファイルの作成要件を満たさないものの、

関連者間取引を有するすべての香港納税者は、課

税所得または損失を計算する際に、独立企業間原

則を考慮する必要があります。

香港納税者は、IRD査定官から法人所得税の申告

書に記載されている課税所得または損失の金額が

独立企業原則に則していることを立証するよう求め

られる場合があります。

香港納税者が移転価格文書作成要件に該当するも

のの、その義務を怠っていた場合や移転価格文書

を作成していない場合、当該納税者が独立企業原

則に基づいた関連者間取引を行っていたと証明す

ることは、困難であるとDIPN 58は指摘しています。

「合理的」と認められる注意義務の履行について

DIPN58の中で、香港納税者が独立企業原則を遵

守していることを示すに足りる移転価格文書を備置

することが奨励されています。改正法令の下で移転

価格文書の作成が免除されている香港納税者にお

いても、移転価格文書の作成及び保持が推奨され

ます。その場合、マスターファイル・ローカルファイル

ほどの包括的な移転価格文書の作成は求められな

いものの、 IRD長官は、下記の項目を含む文書が

必要であるとの認識を示しています。

► 事業概要及び組織構成

► 移転価格算定方法の選択

► 無形資産の評価に際して使用される経済的便益

の将来予測

► 比較対象の検証プロセスと選定条件

► 比較可能性分析

► 取引対象となる有形資産、無形資産及び役務に

関する前提条件、事業戦略及び方針

移転価格文書作成に際して、対象となる関連者間

取引の複雑さと重要性に基づき、相応の分析が求

められます。

DIPN 58は、IRD長官が香港納税者の移転価格取

極めに関して、より詳細な調査を行うか否かの決定

を下す際に、移転価格文書の内容が主な判断要素

になると明確に述べています。

更に、 最終的な移転価格調整の必要性が認められ、

IRDが罰金の付加を検討する際に、当該納税者が

移転価格の運用上「合理的」と認められる注意義務

を履行していたかが重要な論点となります。その上

で移転価格文書の内容は、重要な判断材料となり

ます。
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2. 移転価格調査

DIPN 58は、移転価格調査の際、監査を受ける香

港納税者が保有しているすべての関連文書及び情

報をIRDへ提供する必要があると述べています。こ

れらの情報が移転価格文書に含まれていない場合、

当該納税者は、香港での事業における機能、関連

者間取引当事者の財務結果、ならびに比較対象取

引に係る財務及び事業情報の提供が求められる可

能性があります。

DIPN 58に示されているように、マスターファイル・

ローカルファイルを適切に作成することで、移転価

格調査に係る追加費用を最小限に抑えることができ

ます。更に、移転価格文書を時宜的（対象となる香

港納税者の会計年度末から9カ月以内）に備置する

ことで、移転価格調整が発生した際の適用罰金の

軽減につながることが予想されます。

3. 移転価格文書化の要件

マスターファイル・ローカルファイル

移転価格文書作成義務の免除

DIPN 58は、香港納税者が、事業規模または関連

者間取引の金額に基づく免除規定を満たしている

かを評価するための詳細なガイダンスを提示してい

ます。2

改正法令が定める、事業規模に基づく免除規定は、

香港納税者の（i）総収入、（ii）総資産および（iii）平
均従業員数に鑑み、マスターファイル・ローカルファ

イルの作成要件を満たしているかを判断します。

DIPN 58は、これら3つの基準値に関する算出方法

を明確に定義しています。

► 総収入とは、香港納税者の財務諸表に開示され

ているすべての種類の収益の総額を意味する

（other comprehensive incomeを含む）。

► 総資産とは、財務諸表で開示されているすべて

の資産であり、負債を差し引く前の総額を意味す

る。

► 平均従業員数とは、会計期間の各月末の従業員

数を、会計期間の月数で割って計算する必要が

ある。更に、従業員には正社員、非常勤職員及

び駐在員が含まれる。

尚、香港事業体が会計年度中に事業を開始または

停止した場合、総収益および総資産の基準値を比

例配分した上で計算する必要はありません。

改正法令が定める、取引金額に基づく免除規定は、

関連者間取引の種類とその基準値に鑑み、マス

ターファイル・ローカルファイルの作成要件を満たし

ているかを判断します。香港納税者の関連者間取

引（特定の香港域内取引及び適用除外取引を除い

た額）が各種取引の基準値を下回る場合、当該取

引に関するローカルファイルの作成は不要となりま

す。DIPN 58は、各種取引の基準値に関する算出

方法をを明確に定義しています。

► ローカルファイルには、特定の香港域内取引及

び適用除外取引を含む必要がない。更に、これ

らの関連者間取引に係る金額は、取引金額に基

づく免除規定の評価に含める必要がない。

► 特定の取引からの収支が香港域外源泉と認めら

れる場合でも、当該取引をローカルファイルに含

む必要がある。

► 「有形資産」、「金融資産」、「無形資産」及び「そ

の他の取引」の定義。

► 関連者取引の金額とそれぞれの基準値を比較す

る際には、同種類の取引を合算した上で評価す

る必要がある。

► 「その他の取引」（配当金を除く）の金額と基準値

を比較する際には、該当するすべての取引金額

を合算した上で評価する必要がある。

► 取引金額に基づく免除規定の判断においては、

独立企業原則に基づいた取引金額とそれぞれの

基準値を比較する必要がある。独立企業価格は、

同一又は類似の条件の下での第三者との同一

又は類似の取引の価格を参照することによって

推定することが可能である。

► 基準値と照らして評価する一方、独立企業間取

引の金額で基準値が満たされているかどうかを

判断する必要がある。独立企業間価格は、同一

又は類似条件の下、第三者間で取交わされた同

一又は類似取引の価格を参照することによって

推定することが可能である。

2. 改正法令に基づき香港納税者は、次の免除規定を満たさない限り、
マスターファイル・ローカルファイルを作成する義務があります。

(1) 事業規模による免除要件（以下の3項目のうち、いずれか2
つを満たす）： (i) 総年間収入が400百万香港ドル以下； (ii)
総資産が300百万香港ドル以下； (iii) 従業員が100名以下

(2) 関連者間取引金額による免除要件： 有形資産（金融資産及
び無形資産を除く）の譲渡が220百万香港ドル未満； 金融資
産に関連する取引が110百万香港ドル未満； 無形資産の譲
渡が110百万香港ドル未満； その他取引（例：サービス収
入・ロイヤルティ等）が44百万香港ドル未満

(3) 特定の香港域内関連者間取引に関しては、マスターファイ
ル・ローカルファイルの作成が免除される



4Hong Kong Tax Alert

DIPN 58において、多岐にわたる金融資産（証券、

パートナーシップ持分、コモディティ、スワップ、保険

契約またはアニュイティ契約及びこれらの金融資産

に係る利息など）の定義がなされています。一方、こ

れらの定義のなかには、非債務性の直接的な不動

産権益が含まれていません。

さらに金融資産として、売掛金、受取手形、その他

の債権、株式投資、債務投資、金融派生商品なども

移転価格文書化の対象となります。

またDIPN 58には、様々な無形資産（特許、特許申

請されていない技術、企業秘密、商標権、ブランド、

顧客リスト、販売経路、フランチャイズ、公共施設等

の運営権、著作権など）に関する定義も含まれてい

ます。

マスターファイル・ローカルファイル作成義務の対象

DIPN 58は、一定の要件を満たす香港法人に加え

香港所在のPE（支店、合弁会社、または駐在員事

務所など）にもマスターファイル・ローカルファイルの

作成義務が適用されることを指摘しています。PEの
マスターファイル・ローカルファイル作成にあたって

は、当該PEが別個かつ独立した企業であって、同

一又は類似の条件で同一又は類似の活動を行って

いた場合に稼得されたであろう所得を説明する必要

があります。

マスターファイル・ローカルファイルの作成時期

改正法令によると、香港納税者は、対象となる会計

期間末から9カ月以内にマスターファイル・ローカル

ファイルを作成する必要があります。DIPN 58は、会

計期間を「財務諸表に対応する期間」と定義してい

ます。ローカルファイルは香港納税者の会計期間に

沿って作成される必要がありますが、マスターファイ

ルはグループ連結財務諸表に対応する会計期間に

沿って作成されることが必要です。

さらにDIPN 58は、香港納税者がIRD検査官の通知

に指定された期間内にマスターファイル・ローカル

ファイルを提出する重要性を指摘しています。

マスターファイル・ローカルファイルの作成様式

IRDは、マスターファイル・ローカルファイル作成に関

してに使用されるべき用語、開示情報の順序、文書

の形式について、厳格な規定を設けていません。

従って、各香港納税者は情報の品質が損なわれな

い限り、個別の状況に基づいて移転価格文書を作

成することが認められています。

しかし、香港納税者が関連者間取引の重要性の観

点においてマスターファイル・ローカルファイルに含

められるべき開示情報の包括性を適切に判断する

ことが困難な場合も想定されます。これに関連して

DIPN 58は、すべての国外関連者取引がローカル

ファイルに含まれる重要性を有しているとは限らな

いことを指摘しています。一般的には、意図的な情

報開示の省略により移転価格の信憑性に影響を与

える場合、その情報は重要であると考えられます。

さらにDIPN 58は、ローカルファイルの年次更新に

際して、関連者取引の条件や事業形態に変更がな

い場合に限り、一部の開示情報に関しては変更を

加えることなく最大3年間使用することを認めていま

す。

マスターファイル・ローカルファイルは、英語または

中国語（簡体字または繁体字）で作成する必要があ

ります。

マスターファイル・ローカルファイルに関する罰則

改正法令に従い、移転価格文書に係る違反があっ

た場合、「レベル6」までの罰金（100,000香港ドル）

が科せられる可能性があります。更に、DIPN 58は、

IRD長官が移転価格に関する罰則の適用を決定す

る際に考慮する要素を下記の通り挙げています。

► 香港納税者が法定要件を遵守するために必要な

取り組みを誠意と合理性をもって行っていたか。

► 香港納税者が移転価格文書作成にあたり、独立

企業原則の適用に最善の努力を尽くしていたか。

► 香港納税者が租税回避の意図をもって移転価格

の結果を採用していないか。

► 香港納税者が移転価格の調査において、IRD検
査官に協力的であったか。

► 香港納税者が移転価格文書の中で品質、妥当

性、関連性の観点から適切に独立企業原則を適

用していたか。
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グループ移転価格文書

DIPN 58は、「グループ移転価格文書」という概念を

用いて改正法令を補足しています。これらのグルー

プ移転価格文書（例・最終親会社（以下、「UPE」）が
作成したマスターファイル等の移転価格文書）は、

IROのセクション58C及びスケジュール17Iの目的を

果たす上で、概ね適当な文書であると述べています。

ただしIRD検査官は、香港納税者に対してグループ

移転価格文書に関連する追加情報の請求権を留保

しています。

4. CbCRの実施

DIPN 58は、改正法令が規定する香港のCbCR要件

を以下の通り補説しています。

香港でCbCRを提出する義務を負う事業体

CbCRの対象となる多国籍グループの構成事業体で、

以下のいずれかに該当する場合、香港において

CbCRを提出する義務があります。

► UPEとして税務上、香港の居住者で前年度の年

間連結グループ収入が68億香港ドル以上である

場合。

► 代理親会社（以下、「SPE」）として税務上、香港

の居住者で前年度の年間連結グループ収入が

750百万ユーロまたは、対象となる課税管轄地

における同等の基準値を超えている場合。

► UPE・SPE以外の香港納税者が一定の条件を満

たす場合（例・UPEの所在地国・地域において、

CbCRの提出要件が無い場合や、CbCRの提出

期限においてUPE・SPEの所在地国・地域と香港

の間でCbCRに関する情報交換協定等のメカニ

ズムが機能していない場合など）。

上記に加え、CbCRの対象となる多国籍グループの

構成事業体である香港納税者は、各グループ連結

会計年度末から3カ月以内にCbCR提出に係る情報

をIRD まで通知する義務があります。

提出期限

改正法令によれば、CbCRの提出期限は通常UPE
会計年度末から12カ月以内もしくはIRD検査官から

指定された請求期限となります。これに関連して

DIPN 58は、下記のような例外が適用される可能性

を指摘しています。

► IRD検査官は、正当な理由がある事案（例・対象

納税者が清算手続に入る場合など）については、

通常より早い提出期限を設定する権限を留保す

る。

► SPEにかかる「その他の地域での申告に関する

例外」が適用され、SPEの所在地国・地域におけ

る提出期限が対象となるUPE会計年度末から12
カ月以降の場合、このSPEの所在地における提

出期限が香港におけるCｂCR提出期限日となる。

CbCRの交換

IRDは、「CbCRの自動的交換に関する権限ある当

局による多国間合意」 （以下、「CbCR MCAA」）に従

い、2019年1月1日以降に開始する香港UPE・SPE
の会計年度を対象としたCbCRは、CbCR MCAAの
締結国・地域へ自動共有されます。

2016年1月1日から2018年12月31日までに開始

する会計年度については、IRDと対象となる課税管

轄地の権限ある当局の二国間合意（以下、「CbCR
BCAA」）に従ってCbCRの交換を実施する必要があ

ります。

CbCR MCAA及びCbC BCAAに基づき、IRDは、

2016年1月1日以降に開始する会計期間に係る

CbCRを18カ月以内に、またそれ以降の会計期間に

係るCbCRを15カ月以内にCbCR BCAAとCbCR
MCAAの締結国・地域と交換する必要があります。
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DIPN 58は、移転価格文書の作成要件及び移転価

格調査の際に検討される事項について詳述してい

ます。これにより移転価格税制に関する法令順守に

必要な説明が提供されています。特に重要な項目と

して、移転価格の運用上「合理的」と認められる注

意義務を同時文書化を通じて履行していたかが焦

点となります。

これに関連して香港納税者は、以下の課題に留意

することが推奨されます。

► IRD長官が香港納税者の移転価格取極めに関し

て、より詳細な調査を行うか否かの決定を下す際

に、移転価格文書の内容が主な判断要素になる

為、改正法令の下で移転価格文書の作成が免

除されている香港納税者においても、移転価格

文書の作成及び保持が推奨されます。

► マスターファイル・ローカルファイルを適切に作成

することで、移転価格調査に係る追加費用を最

小限に抑えることができます。

► 特定の取引からの収支が香港域外源泉と認めら

れる場合でも、当該取引をローカルファイルに含

む必要があります。

DIPN58においては、FTPR、無形資産に関するIRO
第15F条や改正法令の他の条項についての説明が

なされていません。これらの移転価格に関連する

IRDの見解（独立企業原則の適用、関連者間役務

取引および無形資産取引に係る詳細なガイダンス

等）については、DIPN 59において補足説明がなさ

れています。

更に香港所在のPE帰属利益に係る実務指針（機能

的分離企業アプローチ、PEの概念、PEの人為的回

避、PEに帰属すべき利益と資本に関する詳細なガ

イダンス等）は、 DIPN 60の中で詳述されています。
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